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議 事 の 経 過 

          令和８年３月２日 

（午前11時09分） 

 

◯議長（西沢哲朗） 休憩を終わり、引き続き一般質問を行います。９番山本 陵議員の

一般質問を許します。９番 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） それでは、通告に基づいて質問します。まず１つ目の質問です

が、公共施設についてですが、今回、４施設について伺います。まず初めに、先月

頭に機械設備の故障により休業しました小川の湯についてですけども、最近もあり

ましたけども、聞く話によりますと、朝入浴された方が、いつもより温度が低い

な、何かぬるいなということで異変に気づき、機械設備の故障が判明したと伺って

いますが、この故障の原因と休業したことへの認識を詳しく伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 高木住民福祉課長。 

◯住民福祉課長（高木一仁） お答えをさせていただきます。当施設につきましては、平

成 22 年度に建築されまして、23 年からリニューアルをしてございます。概ね 15 年

ほどが経過しているわけでありますが、建物本体には構造的問題はございません

が、温泉設備等々、機械設備を中心に経年劣化が進んでいる状況でございます。ま

ず、直近ですけれども、先月の１日から９日までの間につきましては、循環ポンプ

の故障により臨時休業とさせていただいたところであります。また、同月の 20 日

から 22 日にかけましては、逆止弁の故障ということで、こちらも臨時休業といた

しました。温泉施設でありますけれども、高温または高温多湿化の環境で稼働する

といった特徴でありますので、一般的に機械設備の耐用年数は 10 年前後といった

ようなことでございます。こういった更新時期を迎えている設備が増えているもの

と、そのように認識をしているということであります。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この温泉施設で使用されるポンプは、今課長の方からもありま

した、高温で腐食性のある温泉水を扱うため、特別なケアが必要で、定期的なチェ

ックや部品交換を行うことでポンプの性能を最大限に発揮し、長期的に運用するこ

とができるとされています。さらに、先ほども課長言われましたように、一般的に

７年から 15 年程度が目安かなと考えますけども、その中で法定耐用年数と実際に

使える期間というのは必ずしも一致せず、法定耐用年数はあくまで税務上の取り扱

いや償却の基準を示したものであり、実際にはそれを超えて使われているケースの
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方が多いと存じます。その耐用年数はあくまで目安ですので、ポンプの性能を維持

するためには、使用状況や定期的なメンテナンスが重要な要素となりますが、その

定期的なメンテナンスの中には、点検清掃、またポンプのモーターやギア部分の定

期的なオイル交換、シールやベアリングなどの摩耗状況も確認するなど必要に応じ

て交換するなどがあります。そのメンテナンス状況と耐用年数に関しての現状と認

識を再度伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 大変失礼しました。故障内容という具体的なご質問でしたので、冒

頭いきなり課長の方に振ってしまいまして、大変失礼いたしました。公共施設、

多々あるわけでございますけれども、当然のことながら、時々の状況、老朽化現象

等々を持ちながら対応しているわけでございますけれども、壊れたからすぐという

ことではなくて、長期的な視点に立って、公共施設どんなふうに管理していくの

か、いつが大規模改修の時期なのかという、そうした公共施設管理計画がすでにす

べての公共施設にできているものでございます。また、もとよりですが、個別計画

ということでございまして、建物ごとに、いつ大改修が必要ですよ、もう耐用年数

が過ぎているので取り壊しが必要ですよ、払下げが必要ですというような、そんな

計画が全ての建物にできてるというような状況でございます。今私が申し上げたの

はあくまで建物の管理のことでございまして、その施設の機械管理ということにつ

いては触れておりません。今回、小川荘では大変多くの村民の方にご迷惑、ご不便

をおかけしたわけでございますけれども、小川荘の建物自体は平成 22 年でござい

まして、そんなに古い建物ではございませんが、今、山本議員の御指摘の通り、機

械設備というのはそう長くは持つものではございません。機械設備の管理につきま

しては、あくまでランニングコスト、維持管理経費というような考え方でございま

して、壊れたら修繕する、そういった経過のものと考えております。また、今回

の、小川荘に関わらずですね、機械設備を持っている多くの施設があるわけでござ

いますけども、そういった意味合いで言うならば、機械修繕についてはランニング

コストの部類かなと、そんな思いでいるところでございます。すいません、２度目

のご質問について正確なお答えになってないかもしれませんけど、冒頭、私の方で

お答えせずに課長の方に振ってしまって、お詫びということで今申し上げたわけで

すが、よろしくお願いします。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今回、小川の湯が休業しましたので、そこを責めているわけで
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はありませんけども、ただ、毎日のように利用されている方であったり、自宅の風

呂が故障しているために修理の期間などあてにして利用されている方など、様々な

利用状況だと思いますけども、その中で、突然の休業というものに関しては、利用

される村民の方の生活にも関わることですので、そこら辺を踏まえた認識を再度伺

えますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 先ほど申し上げましたけれども、機械についてはですね、維持管理

経費、ランニングコストと申し上げましたけれども、議員ご指摘の通り、そこに小

川荘で言うならば、村民の皆様方の生活の中の１つの重要な施設でございます。結

果論で言うならば、定期検査、業者にですね、毎年とは言いませんけども、数年に

いっぺんぐらいの機械の定期検査というのは、そういった管理方法にもっと注意す

べきだと改めて感じたところでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 続きまして教育長にお尋ねしますけども、今回、８月の頭にあ

りました小川の湯の休業の原因は循環ポンプの故障でしたけども、同じポンプでは

ありませんが、少し前にはびっくらんど内のプールにおいても循環ポンプが故障し

ております。そのびっくらんどにおける循環ポンプの故障の原因と現状、また受け

止めを教育長に詳しくお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 北田教育長。 

◯教育長（北田愛治） びっくらんどについては、平成 10 年に竣工し、令和８年で 28 年

目を迎える施設です。令和２年度に策定された公共施設個別施設計画に基づき、令

和 20 年に長寿命化計画が予定されております。しかし、今、議員御指摘のように

劣化状況が進んでおり、毎年、修繕や機器の更新等が発生しております。ちなみ

に、令和６年でいきますと、屋上の漏水で 165 万円、ろ過装置で 143 万円、今年度

でいきますと、今ご議員ご指摘のように、ポンプの修理で補正は 113 万円行って

469 万円の支出となっております。耐用年数等を考えると、突然壊れてくるという

ようなものもありますが、使えるものは使っていきながら、修繕をしながら利用し

ていくというふうになるかなと思ってます。ただ、この施設は教育施設でもあり、

それから健康福祉の施設でもあります。学校プールがなくなる中、小川村の児童生

徒のみならず、長野市からの児童生徒も利用する重要な教育施設となっておりま

す。また、信毎の建設欄、12 月 22 日の記事には、プール通いで夫婦とも元気とい

う村民の声が載っておりました。この夫婦は 12 月までに 230 回プールに通ってい



 

 4 

るという大事な福祉施設になっております。ちなみに、年間 295 日で、令和６年

度、来場者数 2 万 3,000 人、プール利用者数 1 万 2,800 人、トレーニングルーム

5,000 人、体育館 4,300 人という、こういう施設です。管理運営は教育委員会で行

っておりますけれども、修繕、多額の修繕等もかかってくる問題ですけれども、今

後の在り方というようなものについては、教育委員会だけではなくて、行政全体の

問題として認識しております。今後の施設の在り方については、多額に見込まれる

修繕だとか更新施設等の経費や、ただ、大事な教育福祉施設という、そういう実情

を踏まえ、様々な皆さんの意見を聞きながら検討していくことが大事かなと思って

おります。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今、教育長が述べられました、プールの修繕の履歴をもっと過

去に遡りますと、令和元年に約 500 万ほど、その前が平成 27 年から平成 30 年の間

で約 700 万円ほど修繕を行っているような状況です。その中で、村長にお尋ねしま

すけども、先ほど教育長言われたように、築 28 年が経過するこの当施設ですけど

も、維持費のかかる本番というのはこれからであると考えます。平成３年策定の、

先ほど教育長も言われました小川村公共施設個別施設計画を見ますと、びっくらん

どの劣化状況調査結果として、内部仕上げ、電気設備、機械設備が早急に対応する

必要があるとされるＤ判定となっています。さらに、来年度から始まります施設維

持改修試算額として、9 億 5,000 万円ほどかかる試算となっています。通常の考え

方で、電気機械設備で約半分としても 4、5 億円はかかる可能性があるということ

が一目でわかる数字となっていますけども、施設の長寿命化事業に関しては、公共

施設など適正管理推進事業債などを使えたとしても充当率が 90 パーセントで、元

利償還金に対する交付税措置率は、財政力に応じて 30 から 50 パーセントとなって

いる中で、以前も同僚議員から冬季プールの廃止を検討してはどうかという質問も

ありましたが、通常であれば、びっくらんどのこのような現状と試算金額を見ます

と、先ほど教育長も村民の方の意見を聞く必要があるというふうに言われましたけ

ども、諮問委員会などを立ち上げ、委員構成に関してはもちろん議会も含め、施設

の維持管理の在り方、運営方針などについて検討する時期に来ていると存じます

が、村長、副村長の見解を伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 建物の施設の管理計画ということで、先ほど、9 億 5,000 万円、将

来かかるというような、そんなお話がございました。先ほど来繰り返します、これ



 

 5 

はあくまで建物の改修費でございまして、機械となるとまた別なことになってまい

ります。びっくらんど、今後の経営状況、経営方針等々、しっかり協議するべきじ

ゃないかというような、そんなご質問もございました。びっくらんどが、建築年が

平成 10 年でございまして、私もたまたま当時のことを覚えておりますけども、大

変、村にとっては数十億円の建築費ということでございまして、大変大きな事業だ

ったわけですけれども、当然、当時ですね、建設委員会を設定して議論して、協議

をして今日に至っているというような、そんな経過でございます。いよいよ建築後

20 年、30 年近く経ってきて、いよいよ改修費、維持修繕費がかかってくるという

ようなことでございます。当然のことながら、庁内単独ではこういった大きな施設

を、今後について簡単には結論付けることはできませんので、建築当時と同様に、

それぞれの識見のある方々を踏まえ、村民の方々も踏まえ、今後どうするべきかと

いうようなことは、今後早急に委員会を立ち上げて検討する必要があるものと考え

ております。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） ただ今村長が申し上げた通りでありまして、ナンバー２の私が

これ以上補足する必要がないとは考えておりますけども、私自身も、温水プールと

いうものが今後小川村にとってどのような位置づけになるのか、必要なのか、それ

とも全体を見て縮小していくのか、そういったことはそろそろ判断する時期に来て

いるのかなというふうに考えております。なお、その際は、当然、広範な意見をお

聞きしながら、ある程度の時間をかけて検討するべきかなというふうに考えており

ます。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 先ほど私が電気機械設備で４、５億円っていうざっくりとした

金額を言わせていただいたのは、通常の考え方でいきますと、施設に 9 億 5,000 万

円ほどかかる施設で、温水プールというと、他の自治体を見ますと、大体半分ぐら

いは設備費用として消えていっているというデータがありましたので、一応伝えさ

せていただきました。前向きな答弁いただきましたので、また実現に向けてピッチ

を上げていただければなと感じます。昨日、同僚議員の質問にありましたが、大洞

の農物産館においては、今回の指定管理者の公募に関し応募がないような現状でし

た。その中で３点お尋ねしますけども、まず１点目が当施設の耐用年数を含めた現

状、そして２点目が応募がなかったことに関し考え得る理由、３点目が１点目２点

目を踏まえた上で、新年度に応募がなかった場合の今後の方向性についてお伺いし
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ます。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 大洞にあります農物産館でございまして、築が平成７年ということ

でございまして、相応の年数が経っております。先ほど申し上げました公共施設の

管理計画では、すでに譲渡という、そんな計画の建物でございます。応募がなかっ

たのにどうして現状なのかというようなお話でございますけれども、農物産館の立

地場所やらロマン館も踏まえてでございますけれども、大変、小川村で言うなら

ば、天文台も踏まえて、大洞一帯は観光の中心地と言っても過言ではない所かと思

います。そういった中のロマン館の真ん前であったり、人が行き交うところでござ

いまして、管理計画の通りに払い下げして、さあどうぞ自由に使ってくださいとい

うのは、いかがなものかというのが私の考えでございます。できるならば村の管理

施設として指定管理者に管理を委任するべきだというのが現状のものでございま

す。今後どうするのかという３点目でございますけれども、興味を示していただい

た方が何件かございますが、残念ながら、実際に具体的な話にはならなかった経過

でございます。その後、再度募集しておりますけれども、現時点では応募がござい

ません。改めてですね、時期的なこともありますし、春先、だんだん村にも訪れる

人がおられますし、興味を持たれる方もおられると思いますので、再度募集して、

ならば先ほど申し上げた理由で指定管理施設として運営していきたいという考えで

ございます。繰り返しになってしまいますけれども、立地場所も大変大洞の中央に

位置しておりますし、景観的にも大変いいところでございますし、それを払い下げ

て、買った人にどうぞ、ご自由にどうぞというふうにはしたくないなというのが私

の考えでございますので、お願いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） ちょっとうまいふうにかわされたな。このまま行けばあっとい

う間に施設が廃墟化してしまうようなタイミングで、この空いてる状況ですけど

も、村長も昨日答弁で言われました、先ほども言われましたように、この大洞の中

央１等地に立つ当施設が、長期間使用利用されていない、この現状の認識というも

のを再度お伺いできますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 現状では、確かに応募者がいなかったというのは現状でございま

す。ただし、興味を示された方が何件かございました。正直言って、今現在も興味

を示されている方があるように聞いております。再度、春先、再募集いたしまし
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て、指定管理、管理を任せるに十分な方だとするならば、そんなふうに考えたいと

いうことでございます。具体的には、既に興味を示されている方がいるといった状

況でお答えさせていただきます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 続きまして、火葬場についてですけども、この当施設は、元の

組合火葬場が昭和 58 年に焼失し、同年に竣工し、約 43 年が経過しています。人材

の問題もあるかと思いますけども、そこも含め、施設の現状と認識を、担当課長と

村長からもあればお願いできますか。 

◯議長（西沢哲朗） 高木住民福祉課長。 

◯住民福祉課長（高木一仁） 火葬場についてでありますが、近年老朽化をしておりまし

て、計画修繕というようなことで、今年度、令和８年度事業の予算にも修繕費とい

うことで予算を確保してございます。まず、施設のあり方についてでありますが、

老朽化を迎えているとはいえども、可能な限り、ほんとにその施設が寿命を迎える

というところまでは、このまま継続して施設を運営していきたいということで担当

課としては考えております。ただ、火葬従事者が高齢になってきておりまして、今

も募集をかけておるんですけれども、課題としますれば、そこの従事者をいかに探

していくかといったようなところを今の検討課題としている、こんな状況でありま

す。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 詳細につきましては、今課長の答弁の通りでございます。火葬場に

つきましてはですね。すでに煙突も踏まえて数千万の改修が近い将来来るような話

も、議員の皆様方も多分ご承知のところと思います。火葬場は、今、山本議員のお

話の通り、当時、旧中条村と小川村の組合立で運営してまいりました。20 年ほど前

に中条が長野と合併されたことによりまして、村単独で火葬場を運営しているとい

うような状況でございます。私の知る限りでございますけれども、県内町村レベル

で単独で火葬場を運営しているのは小川村だけでございまして、多くの自治体が、

近隣市町村との広域での運営というのがほとんど全てと言ってもいいぐらい、そう

いった状況でございます。そうは言いながらも、村民目線で言うならば、そういっ

たことの、時にはですね、身近なところにそういった施設があるといった、そんな

利便性があるわけでございます。そういった意味も踏まえてですが、先ほど従事者

云々というようなお話もありましたけれども、現行の維持管理等々を踏まえるなら

ば、ちょっと言葉が、ほんとに例が悪くて恐縮なんですけども、村民の方にそうい
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ったことのですね、全額村が負担してもいいぐらいな、そのぐらいな今維持管理費

がかかってるわけでございます。ちょっと変な言い方になって大変恐縮でございま

した。まとめて言うならば、1 千万、数千万かかるような大規模改修が必要になっ

た際には、申し訳ございませんけれども、運営は取りやめたい、火葬業務は取りや

めたいという、そんな考えでおります。ただし、村民にとって村内にこういった施

設があるのは大変ありがたいわけですので、できる限り、できる範囲で、修繕運営

を継続して参りたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 私が言おうかなと思ったことは、村長から言われましたので、

続きまして、人口増の施策という部分で、人口増施策を含めた各施策についてです

けども、村長の挨拶文の中でコメントというものがありますので、抜粋して一部を

読ませていただきます。小川村は、雄大な北アルプスの景観と、素朴な農山村の風

景を残す自然豊かな山あいの村です。また、日本で最も美しい村連合へ加盟し、日

本の里百選にも選定されるなど、景観の保全に取り組んでいます。進む人口減少、

少子化、高齢化が最大の課題であり、村の基幹産業である農業の衰退、農地の荒

廃、担い手の不足に頭を悩ましています。本村の自然景観の保全に合わせ、歴史文

化の継承、そして緑に恵まれた日本の里にふさわしい自然豊かな村を守り、地域振

興につなげたいものと考えていますと、このように述べられています。ここで村長

が述べられています。課題のトップである人口減少、少子化、つまり染野村政にお

いて、１丁目１番地の政策である人口増、人口減少対策の政策ですが、これは村長

が常日頃、何か１つをやれば良いわけではなく、村始まって以来の課題であり、一

兆一石で解決できるものではなく、特効薬があるわけではないと言われている通

り、私も同じ考えです。そこで、２期８年の村政運営で、人口増、人口減少対策の

施策に対しての受け止めを詳しくお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） ただ今、詳細について山本議員からの紹介がありまして、大変恐縮

しております。人口減少対策、私も常々申し上げておりますけれども、昭和 30

年、村発足以来の最重要課題でありまして、今日に至っております。近年、地方回

帰というような流れの中で、それ相応のこともありますし、村にもそれ相応の転入

者がおられます。これも様々なところで、少し話が長くなって恐縮でございます。

転入転出の社会増減という意味合いで言うならば、近年５カ年で 337 人の転出、

332 人の転入がございまして、近年５カ年では転出者５人、１年に１人の方が転出
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してるというような、そんな状況でございまして、それ相応の転入者がいるだろう

と。これ今思いついたと言ったら失礼ですけど、つい２日、３日前、県からの文書

が来まして、昨年、令和７年１月１日から 12 月 31 日までの社会増減の数値、県内

の社会増減の数値、小川村は 21 人の社会増でございました。21 人の社会増でした

小川村は、人口が 2,172 人ですので、2,172 を 21 人で割り返すと 0.97 パーセント

の社会増なんですね。0.97 パーセントの社会増は、県下３番目のトップクラスなん

です。社会増の率は県下で小川村が３番目に多いという、そんなデータがございま

した。正直言って、私も見てびっくりしたんですけれども、まあ分母が小さいから

ということもあろうかと思いますけども、それだけ直近の令和７年の１年間では 21

人の社会増という経過がございました。これは単発な数字でございますので、これ

を見て喜んでいるわけにはいきませんし、どういった状況で増えたのか、どういっ

た状況でこういった数字になってるのかは、十分検討する必要がありますし、また

今後も人口減少対策、人口増対策にはですね、行政としても、また村民の皆さんと

協議をしながら、どんな施策が効果があるのか、どんな政策に効果が出るのかって

いうようなことも踏まえながら、さらに力を入れて取り組んでまいりたいと、こん

なふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今 0.97 パーセントの社会増ということでいただきましたけど

も、村長は以前の答弁の中でも、人口増、人口減少というこの過疎化対策、少子化

対策、人口増対策というものは国が考えるべきで、国の対策が遅すぎるというふう

にも答弁されています。私は、この部分に関してはいささかニュアンスが違いまし

て、確かに国も考えるべきで、国の対応、対策が遅いのも事実です。ですが、この

問題を他責、つまり国の責任だけで片付けてはいけないと考えます。村長も先ほ

ど、行政としていろんな方と話をしていく中で政策というものは進めないといけな

いというふうに述べられましたけども、改めてですが、この人口増、人口減少対策

という政策に関しての考えをお伺いできますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 確かに国の責任が大きいと言いましたけども、私が国の責任と言っ

たのは、少子化のことを言ったわけです。これ、少子化、子供増やす、産み育てる

ことを増やすのは、自治体レベルは大変難しい、これは国が考えるべき、例えば、

ちょっとこれも例が悪いのですけども、他国の１人っ子政策じゃございませんけど

も、人口少子化対策は国の責務だということで申し上げたつもりでございます。日
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本の少子化、子供の減少が始まってすでに 50 年が経過しておりまして、ちょっと

数字は定かではございませんけど、国が少子化対策に取り組んだのはその 20 年後

だという、確かそんな記憶があるんですけども、もうすでに 50 年前に少子化が、

日本の少子化が 50 年前にもうマックスを通じて来てるのに対してですね、大変、

国が取り組みが遅いんじゃないかという意味合いでその申し上げたつもりでござい

ます。特殊出生率が全国 1.4、東京都は 0.9 いくつというような、そんな状況の中

で、国の責任も大きいのじゃないかということで申し上げました。子供を産み育て

るのを増やすというのは、村単独ではなかなか難しいけれども、子育ての方が小川

村に転入していただく、子育ての方が村で子育てをするというようなことは大変重

要なことでございますので、そういった意味も踏まえて、行政施策として子育て支

援等々にはまた鋭意取り組んでまいりたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 先々週ですか、同僚議員数名で、研修で東京へ行ってきまし

た。その道中に、行きは長野駅までバスに揺られながら、その後は新幹線という行

程だったんですけども、そのバスの車中、私はこのバスの車内は過疎地域と都市部

の縮図だなというふうに考えていました。そう考えた原因というのが、バスの降車

ボタンです。どういうことがあったかと申しますと、過疎地域では降車、バスを降

りる時に一人ひとりが降車ボタンを間違いなく押します。それはバスを降りられな

くなるからです。しかし、都市部に行きますと、私から見える範囲で降車ボタンを

押した人を見かけませんでした。誰かが押してくれると思っているからです。これ

は、ほかの自治体で言う地元の自治会であったり、当村で言う区、組、まとめて地

域と言わせていただきますけども、言い方は悪いかもしれませんが、都市部の地域

であれば、非協力的でも誰かがやってくれます。言い方を変えるとやり過ごせま

す。しかし、過疎地域でそれをやると移住も失敗します。なぜなら、住民１人１人

が主役だからです。そのように、移住、定住施策なども、都市部と地方では感覚、

慣習が違いますので、移住するにあたっての考え方であったり、地域性などもある

程度は示す必要があり、移住される方だけではなく、協力隊の方など、村に来られ

る広い多くの方にそのようなことを伝えていく必要があると存じますが、そのこと

に関して、村長、副村長の考えをお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 人口増対策あるいは村外から県外の方々から転入される場合等々と

いうようなことで申し上げたいと思いますけれども、受け入れる側と言ったら語弊
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がありますけども、村民目線で言うならば大変ありがたいことだし、また、小川村

の村民には、いらっしゃいという、歓迎ムードと言いますか、喜んで受け入れてい

く、そんな人間性が、村民性があるんだと私は思っております。ただ、それを誘致

する、是非村に住んでいただきたいということになれば、村民だけではなくてです

ね、本当に移住された方々、若い方々、それぞれの皆さんのご意見やお考えを聞き

ながら、村をあげて若い人も、住民も、高齢の方もですね、村が一丸となって移住

者を受け入れる体制、そんなものを整えていく必要があるものと考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） ただ今の山本議員のご質問の趣旨は、都市部から地方に移住す

るにあたって、地方の暮らしとか伝統文化、そういった地域性を十分理解してもら

った上で移住してもらわないと、そこにお互いの認識の差が生じて、移住定住がう

まくいかないのではないかというふうに受け止めさせていただきましたけども、そ

の前提で回答してよろしいでしょうか。私も、都市部と地方部ではやはり大きなそ

の生活に対する認識のずれというのがあろうかと思っております。今ご質問されて

る山本議員も移住された方ですし、私も最近自覚してびっくりしたんですが、Ｕタ

ーンの１人でございます。いったん小川村を離れて、外の空気を吸って戻ってきた

人間でございます。そういった経験からすると、やはり小川村での暮らしと、それ

から、それ以外のある程度の都市部での暮らしというのは大きく異なっている。そ

れは先ほど山本議員がおっしゃったような受け止め方で、私も同様でございます。

ですから、村に移住してもらうためには、自分が１人だけ暮らしていくんではなく

て、みんなと一緒に暮らしていくんだという認識を持ってもらう、それが必要では

ないかというふうに感じているとこでございます。私自身も、副村長をやらせてい

ただきながら、地元の伝統芸能保存会の会計もやりながら、そして小川神社の総代

もやりながら、１人何役もやりながら暮らしております。そういう地域である。

で、人との非常に濃密な人間関係がある。そういったことを踏まえて来ていただか

ないとまずいのではないかというふうに考えております。で、締めくくりになりま

すが、先ほど村長が申し上げました通り、小川村の住民は、そういったことをきち

んと移住者の方にお伝えしながら、ウェルカムという形で迎えいれる気持ちを持っ

ていると思っておりますので、その辺は、村の皆さんとともに移住者の方を迎えて

いけるように私も心がけてまいりたいと思っております。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 私、前回の定例会の一般質問において、地方創生のトップラン
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ナーとしてよく引き合いに出される自治体の共通点として、他の自治体と違うこと

を自分たちで考えたこと、また、戦略が弱者の戦略と言われるように、当村のよう

に小規模の自治体の取るべき道は、他の自治体と違うことをやることであること、

また、他と違うということは参考にするものがありませんので、自分たちで考える

必要があるということで、ちなみにそれを世間ではイノベーションと言いますけど

も、そのような目線であったり、思考回路が必要であるということを述べさせてい

ただきました。改めてですが、小川村の行政としても、この先ほどのバスの降車ボ

タンのように、国、県が何かをしてくれるのを待つのではなく、財源、人材も限ら

れた中ではありますが、村独自に考え、動く必要があると存じますが、いかがでし

ょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 山本議員のご指摘の通りでございまして、人口減少対策、人口増対

策、多くの自治体が取り組んでおりますし、県内の多くの自治体も同然で、当然で

ございますし、長野広域管内の町村も全く同じでございます。近隣町村、長野広域

管内の近隣町村、上水内も踏まえてでございますけれども、同じような状況かと思

いきや、実は町村ごとに特徴があったり、農作物であったり、様々な違いがあるわ

けでございまして、同様に人口増対策と言いながらも、同じ近隣町村でも全く違う

ものと私は考えております。相対的には、大きな目線で言うならばそれはもちろん

同様かと思いますけど、村独自の政策、村独自の考え方、村独自のＰＲというのが

あるわけでございまして、それがなんなのか、何が村外の若い人たちに響くのかと

いうのは大変難しい話でございますけれども、あえて強調したり、あえて自分をき

れいに見せる必要はありません。今ある小川村を、ありのままの小川村を、例えば

農地なら、先ほどの一般質問にありましたけども、現況を守っていく、景観もそう

です。今ある景観を守っていくことが大事であって、着飾る必要もありませんし、

化粧する必要もない。ありのままのものを継続し、それを村外、県外にＰＲしてい

く、そんなことが大事ではないかと考えております。 

◯議長（西沢哲朗） ただ今、一般質問の途中ですが、昼食のため暫時休憩とします。再

開は午後 1 時 15 分とします。 

（午前11時52分） 

（昼   食） 

（午後１時13分） 

◯議長（西沢哲朗） 休憩を終わり、会議を再開します。引き続き、山本 陵議員の一般
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質問です。９番 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 午後からもお願いいたします。まず、総務課長にお尋ねします

けども、地方創生に関する総合戦略、これまでの地方創生の取り組みのフォローア

ップと推進戦略を勘案した地方版総合戦略の策定改定についてという通知が、内閣

府地方創生推進委員長より昨年 12 月の定例会後に届いているかと存じますけど

も、その通知が届いているのか、まずお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 大日方総務課長。 

◯総務課長（大日方浩和） 届いたと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この地方創生 2.0 の通知が届いているということでしたけど

も、その受け止めと、また今後の対応を詳しくお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 大日方総務課長。 

◯総務課長（大日方浩和） この地方創生 2.0、昨年の６月にですね、閣議決定されてい

ると思います。政策の５本柱として、５つのものがありますけれども、特に、人や

企業の地方分散と言いますか、今回、これ１番言ってるところが、東京への一極集

中とか、そういうのを避けるというものが含まれておりますので、それ以前の、そ

の 1.0 より 2.0 にして、令和の日本列島改造ですか、そのようなことを掲げてるわ

けですけれども、それを基にしてですね、各計画ですとか、また村として、人や企

業の地方の分散、また先ほどからお話出ております人口増の計画等行って進めてい

るという状況であります。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今回の質問の冒頭で村長の挨拶文を引用させていただきました

けども、その文中で、村の基幹産業である農業の衰退、農地の荒廃、担い手の不足

に頭を悩ましていますとあります。次期村営住宅の建設予定地ですけども、その予

定地は昨年農業振興地に指定される計画が提出された土地であり、その振興地を外

してまで村営住宅を建てるというのはいかがなものかとの意見も耳にします。ま

た、先ほど同僚議員からも質問のありました地域計画も策定されている地域であり

ます。まさに村長の悩みの種である農業の衰退に拍車をかけ、半ば担い手の排除の

ような事案となっていますが、なぜ今回のようなことが起こったのか、事案の説明

と受け止めについてお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 次年度以降の若者の定住を目的とした住宅建築ということでござい
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まして、その場所、宅地造成等々も予算に計上し、今日に至ってるところでござい

ます。場所については、私もその後、農業委員会等々からも、同様の状況の内容も

聞いておりますし、把握しております。少し具体的な話をするならば、私なりに予

定地があったわけですけれども、地権者の方と、まず予定地については地権者の方

とはうまくいかずに、私の考えていた予定地については実施が不可能ということに

なりました。その時ですね、地主の方、地域のある方からですね、ここはどうかと

いうような、そんなお話があったのが、今、山本議員がご指摘いただいてる場所で

ございます。実は、その場所についてでございますけども、私は何の時だかちょっ

と具体的には申し上げませんけれど、記億にはないんですけども、住宅、今までも

村営住宅建築ということでございまして、私、村中確認したり、景観がいい所など

も踏まえながら、村中を、村中といっても、私いつも申し上げますけども、人口増

対策、若者の定住というならば、どうしてもオリンピック道路沿線ということにな

るわけですけども、そこを中心に足を運んだ経過がございます。今回のその指定予

定地につきましては、その時、景観がいいところだなと、まさに私の構想の中にあ

る、頭の中にある場所であったことは間違いございません。その通りにですね。地

権者の方からどうだというお話があって、担当職員等々現場に足を運び今日に至っ

てるといった、そんな経過ということで申し上げました。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この村営住宅のあり方を含めて、建設の意義、建設するだけで

良いのか、また人口が増えればそれだけで良いのか、そのような声を村内で見聞き

します。先日行われました村民と議会の語る会でも、そのような声を何件かいただ

いております。そのような声がある中で、ただ単に村営住宅を建て続ける必要があ

るのか。また、箱物は作れば維持費もかかります。これからさらに人口が減少して

いく中で、村営住宅自身が、将来小川村の財政を圧迫し、手かせ足かせとなり、古

くなった村営住宅には誰も住んでいない、そのような状況もほかの自治体の事例を

見ますと十分考えられます。そのようなことを踏まえて、村民の皆さんの声の受け

止めと見解を改めて伺えますか、 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 私も任期１カ月ほど残すのみでございますので、次年度以降のこと

をどこまでお答えしていいか、ちょっと考えるところでございますけれども、こ

れ、日頃、議会でその都度申し上げていることを重ねて申し上げたいというふうに

思ってます。人口減少対策というのは、多くの自治体が取り組んでいるところでご
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ざいますし、先ほど地方創生のお話もありましたけれども、東京一極集中を是正す

るための対策として、国が地方創生総合戦略、地方創生法ということで時限法で作

った事業でございます。10 年経過しましたけれども、残念ながら、東京一極集中は

さらに加速したということで、国自体が、総合戦略、創生法については失敗だと国

が認めている、そんな状況でございます。さて、村についてでございますけれど

も、各自治体が人口減少、さあ、うちの村は、うちの町は、うちの地域はこんなと

ころですよ、さあ来てくださいって言いながらも、これ一般論ですけども、有識者

の話なんですけども、自治体が、さあいらっしゃい、さあ来てください、いいとこ

ですよと言いながらも、受け皿体制ができていないじゃないかというのが、これが

有識者の考えでございます。受け皿とはなんなんぞやと考えた時に、住むところで

す。住むところがないのにどうやって人を寄せるんだっていうのが有識者の考えで

ございまして、その話に、原点に立ち返った時に、空き家対策もそうかもしれませ

んけれども、住宅建築、建設は必要だというふうに私は考えました。そうした中で

ございますけども、単年度で 20、30 作るとは申し上げません。平準化という意味

合いも含めて、１年、２年かけながら数棟を建築しているところでございまして、

私もこれも常に議会で申し上げておりますけども、需要がある限りは供給していく

んだということでございます。村営住宅、３棟、４棟作っても、常にくじ引き抽選

というような、そんな状況でございますので、それ相応ものは引き続き続けていく

必要があるものと、そんなふうに考えているところでございます。物理的にも、住

む所がないのに、受け皿が整ってないのに、村外県外に向けて、さあ来てくださ

い、さあいいところですと言ったって意味がないんじゃないかという、そういった

有識者の考え等々も参考にしながら、まず物理的な住まいということで考えてまい

りました。また、その議会と語る会の中でも、きっと村民の地域の課題というよう

なことかもしれませんけれども、踏まえて、空き家対策も踏まえて検討しながら、

繰り返しになりますけれども、私の立場でどこまで言っていいかわかりませんけれ

ども、住宅政策はそれ相応の重要な政策だと私は考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） ここで国、中央のことを議論するつもりはありませんけども、

質問に関連しますのであえてお尋ねしますが、先ほど地方創生 2.0 に関連して、総

務課長、また村長も、東京一極集中ということを言われましたけども、その東京一

極集中に関しての認識と、あとメリット、デメリットをお伺いしてもよろしいです

か。 
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◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 地方創生法が今から 12、3 年前にできましたけれども、10 年経った 

経過の中ではさらに東京一極集中が進みまして、国自体が創生法は失敗だと、先ほ

ど申し上げました、今から 12 年、3 年前になぜ東京一極集中を是正しようかという

ふうに国が考えたかというと、今あまり耳にしませんけど、待機児童とか、あんま

り聞かないかどうか知りませんけど、待機老人というような言葉もあるぐらい、東

京では待機児童がいるぐらいに、東京、首都圏ですね。そういった行政の悩みがあ

ったと。その時に、じゃあ、地方はどうなんだというと、人口減少だ。少子化だっ

て、足りない。足りない。片や余ってる。余ってる。これはこの国策としてすべき

じゃないかと考えたのが私は地方創生法だと。これどこにも書いてありません、私

の１人考えでございますけども、これが地方創生の始まりだと私なりに考えたとこ

ろでございます。そういった意味合いでございまして、村にとりましても国の創生

法にいたしましても、人口減少対策、これは村として独自策として力を入れて進め

るべきだというふうに考えているところでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この東京一極集中に関してですけども、私自身は、このメリッ

トというのが、主に経済の効率化であったり、あとインフラの効率化などがありま

すけども、その反面、生活環境の悪化であったり災害リスクの集中、地方の空き家

や耕作放棄地が増加すること、また国土全体の有効活用が阻害されること、そし

て、地方が衰退することにより、山が荒れ、獣害被害が拡大し、森林が適切に管理

されず、山の保水機能が衰え、低下することによって、水害の原因となるなどのデ

メリットがあると考えます。当村にこの東京一極集中のデメリットを教訓として施

策を考えるならば、村営住宅の一部地域集中よりも、他の地域への建設というのも

あってしかりであると考えますけども、その点に関して村長の考えをお伺いいたし

ます。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 村内の住宅建築について、一極集中じゃなくて分散する考えについ

てどうかというような、そんなご質問かと思います。これも地区懇談会で私も申し

上げましたけれども、少し具体的な話になっちゃって恐縮です。短縮して言います

けれども、分譲地等々も踏まえて、若い方々が、夏和方面等々の方が魅力を感じる

ということでございまして、私はその方に、若い方に、どうして、もっと景観のい

いところもあるし、是非この周辺じゃなくてもいいじゃないかといったところが、
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子供の小中学校も踏まえて、高校も踏まえて子供の通学を考えると、やはりこの道

路沿線がいい。女房に聞くと、通勤に利便性の高いこのオリンピック道路沿線がい

いという家族の話し合いということを直に私は若い方に聞きまして、確かに私たち

村全体を考えるならば、もっと景観がいいところもあるし、もっと耕作地もあると

ころもあるし、是非、ここじゃなくて、もっと私たちだったらもしかすれば景観の

方を優先するんじゃないかと私もずっと思っておりました。ところが、いざ実際に

分譲地や住宅を希望される若い方の、直接若い方のお話を聞くと、子供の通学、保

育園も踏まえて、利便性のいい箇所がいい。若いご夫婦でございますので、通勤

等々考えるならば、やはりオリンピック道路沿線がいいという声を直に私聞きまし

て、私なりになるほどと思ったそんな経過でございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 続きまして、建設経済課長と副村長と村長にお伺いしますけど

も、以前、同僚議員の質問の中で、馬曲のゴルゴサーティーンと言われまして、私

は赤面した、そのような質問があったんですけども、先ほども同僚議員から有害鳥

獣被害対策について質問がありました。先ほどの村長の挨拶文にもありました。農

業の衰退、農地の荒廃の要因のトップワン、ツーが有害鳥獣被害と担い手不足であ

ると考えますが、村内のある方が、収穫予定日の前夜に、獣により作物を壊滅させ

られ、もうこんな残念でやるせない気持ちを味わいたくないので、来年からは作り

ませんと言われていました。皆さんが有害鳥獣駆除に対してあてにされています現

在、猟友会メンバーで構成される有害鳥獣駆除隊ですが、先ほどもありましたよう

に、高齢化が進み、後継者の育成にも頭を悩ませているような状況であります。猟

銃の購入、維持にも多額の金額がかかること、また手間がかかること、弾代に至っ

ては、１人年間 20 万円以上もかかる隊員もいます。確かに、村長が言われる通

り、以前は趣味の団体の猟友会員でしたが、現在は若手隊員のほとんどが、使命感

から狩猟者登録をされているような現状です。しかし、残念なことに、現在のこの

体制を維持していくということは秒読みで不可能なところまできています。理由は

いくつかありますが、先に述べましたものを含め、主に４点挙げられると存じます

が、まず１点目が、先ほど来言われています高齢化と若手人材の不足です。２点目

が、ウクライナの戦争開始後から高騰を続けている弾代を含めた猟銃の維持管理の

大変さ、負担増です。３点目が、１点目、２点目をもとに、隊員の家族の理解、協

力を得ることの難しさです。そして４点目が、村特有の地形の複雑さが相まって、

経験を積むための時間を作るのに、かなり自分を犠牲にすること、家族を犠牲にす
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ることなどです。このような現状を踏まえ、今後の課題解決に向けた考えを、担当

課長、副村長、村長、伺えますか。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 小川村の農業におきまして、やはり鳥獣害被害というのは

大きな課題となっております。先ほど議員が言われたように、収穫直前で鳥獣に食

べられてしまうという事態は、私自身も去年実際に被害にあったものの１人でもあ

ります。そういった部分で、今後の農業をどうしようかというところまで考える方

もおられる中で、現在、猟友会の皆さんのおかげをもってですね、人的な被害のも

のと、それと農業被害と合わせて、今おかげでなんとかしのいでるというのが現状

かと思います。確かに、議員言われるように、現在の猟友会員の皆さん、高齢化し

ております。しかしながら、若い方もいる中で、本当に７年度におきましては全国

的にクマ被害多くあった中で、当村においてもたくさんの被害が例年よりもあった

わけでありますけれども、その関係で目撃情報があると猟友会の皆さんには多くの

出動をお願いしたところであります。そういったことで、本年度、８年度からの提

案としては、今まで１日単位の補助を１時間単位に上げさせていただいたのです

が、今、前回の委員会の時にも山本議員から言われた、弾代だってかかっているし

というようなこともお聞きしました。それから、若手の間での認識とベテランの皆

さんとの認識も違うというようなこともお聞きしました。そういった部分はです

ね、また今後ですけれども、やはり考えていかなければいけない部分かなというふ

うに思います。猟友会の皆さんの中、正副会長も含めて、そのようなお声が特には

なかったものですけれども、また今後そういうようなこと、現状等もですね、汲み

取っていって、猟友会と打ち合わせながら、猟友会員の皆さんがあまり過度に負担

にならないような手立てを考えていければというふうに検討していきたいと思いま

す。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 今、山本議員の方から課題と言いますか、問題点４点ご指摘い

ただきまして、３点目の家族の理解と４点目の地理、地形の複雑さというところ

は、正直言って私あまり認識してなかったので、今反省をしているところです。た

だ、１点目と２点目、要するに経費の負担の問題と人材が少ないという問題につい

ては理解をしていたつもりでございます。経費については、近隣市町村、県の方で

もやはり経費の負担を抑えようという動きが見えておりますので、そのような動き

を村としても同調していく必要があるのかなというふうに思っております。人材に
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つきましては、簡単に供給するということはできないのですけども、まだ長野県で

は少ないんですが、環境省の方で民間事業者が、その有害鳥獣を駆除する際にその

事業所に資格を与えるという制度を始めまして、１番分かりやすいところでは警備

会社のアルソックという民間事業者があるんですが、そこは全国的に、長野県内に

はないんですけども、全国の 78 カ所のところで資格を取っているというようなこ

とで、これから先、そういったその警備会社みたいなところが、こういう事業に乗

り出してくるケースもあるのかなというふうに期待をしてるとこでございます。国

としても力を入れているという分野でございますので、そういった事業者が出てく

るということに期待をしたいと、ちょっと消極的な答えですが、そのように考えて

おります。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 猟友会員等々の実態、体制、経費等々について、４点についての課

題が今、山本議員から質問がございました。先ほど大久保議員のところでもお答え

させていただきましたけども、昨年のクマ被害を受けまして 12 月の閣議決定され

ておりまして、今回は特別国会で予算が確定されるだろうと思いますけども、私も

これ国の財務省の職員から聞いている話ですが、新年度からガバメントハンター、

村の職員として雇うことができるかできないか別として、ガバメントハンター、人

材育成に対する経費については、国が財源を措置すると言われてます。また、今の

弾代も、檻やら、あるいは村内を回る人件費等々も踏まえて交付税措置されるとい

うことで、国がすでに新年度予算の中では閣議決定されております。まだ具体的に

実際の予算決定をしてるわけでもございませんし、詳細なものは文書ではまだ来て

おりませんけれども、県の職員からも同様の新たな取り組みについては私も説明を

受けております。ただ、私の申し上げたいのは、国も県もそれに対する人件費、経

費についてはそれ相応の措置を計画していると。それをいかに自治体が、小川村が

その財源を基にどんな対応ができるかというのはまさにこれからでございます。ま

た、実際に携わっている皆様方のご意見等を頂戴しながら、積極的に鳥獣害対策に

取り組んでまいりたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 2050 年に中山間地の集落の５割近くが消失する。これは国土交 

通省が 2050 年に、地方の多くの集落が無居住化するという、そのような予測を立

てているものです。当村においてはもっと早いペースですけども、私はこの国の政

策の中で、このような無居住化を促進する政策があると考えています。まず１つ目
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は、土砂災害防止法です。土砂災害防止法によって特別警戒区域に指定されると、

原則、家の建て替えは困難となります。中山間地の広い範囲が特別警戒区域に指定

されており、木造住宅の耐用年数などを考えると、何も手を打たない場合、多くの

家で居住が困難となる可能性があります。そして、もう一つの政策が、当村には当

てはまりませんが、立地適正化です。いわゆるコンパクトシティーを目指すための

政策で、都市機能誘導区域と居住誘導区域を定め、そのエリアに住民サービスを集

中し、コンパクトで住みやすいまちづくりを目指すものです。当村においても高齢

者の独居世帯も増えており、集落に高齢者が１人というところも数多くあります。

また、最終的に集落を離れ、子どもの家や施設に入るケースもあり、集落を残す難

しさを感じます。当村においては、過去に一部の地域で集落移転の取り組みが実施

されていますが、県内町村においても８町村で立地適正化計画を策定しています。

このように、国の政策と実際の村のためになる政策とでは返りがあるのが実情で

す。どんな政策にしましても、陰と陽、メリットとデメリットがあり、現在の政

策、施策で村政の運営をしていった時に、この後 10 年後、20 年後、どのような村

になっていると考えられるのか。これはもう憶測の域を超えているかもしれません

けども、希望でも良いので考えを伺えますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 今、様々な内容について、国の政策も踏まえて、今後、村の 10 年

先、20 年先がどうなんだっていうなお話でございます。かつては 10 年１昔と言っ

ていましたけども、今日に至っては５年ひと昔、３年ひと昔というそんな時代でご

ざいまして、さすがに今から 10 年後、20 年後と言われてもなかなか具体的なお答

えはできないわけでございます。まあなんて言うんですか。ちょっと中身のない返

答で恐縮でございますけれども、農地も踏まえて、現況をいかに継続していくか、

また、村の産業も村の歴史も村の経済も全てでございますけれども、いかに将来に

つなげていくかということでございまして、なかなか具体的なお話にならなくて大

変恐縮でございますけれども、村民皆様方と一丸となって、今の現状を引き続いて

いく、また、時代にあった、時代の変化に即した内容も当然必要でございますけれ

ども、そういったことも踏まえて、相対的に地域の皆さん、若い方、高齢者の方も

踏まえて、さまざまなご意見を頂戴しながら村の将来につなげていきたいと、こん

なふうな思いでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 少し、高市首相のあるメッセージを抜粋して読ませていただき
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ますけども、後ほど村長から噛み砕いた見解をちょっと伺いたいので、先に読ませ

ていただきます。未来を与えられるものではなく、自らの手で切り開くもの、今の

日本に必要な言葉です。挑戦しない国に未来はありません。守るだけの政治に希望

は生まれません。希望がある未来は待っていてもやってこない、誰かが作ってくれ

るものでもない、私たち自身が決断し、行動し、作り上げていくものですという、

このようなメッセージです。ここで国政に関して質問する気はありませんが、これ

を村に当てはめて翻訳するならば、私も執行部の皆さんと同様に、昭和生まれです

が、最近はＡＩによる翻訳が主流の中で、あえて山本翻訳なるもので、小川村流に

翻訳させていただきますと、挑戦しない小川村に未来はありません、守るだけの村

政に希望は生まれません、希望ある未来は待っていてもやってこない、誰かが作っ

てくれるものでもない、私たち自身が決断し、行動し、作り上げていくものですと

単純にこのようになるわけですけども、この村政運営にあたり、安定さが最も大切

な中で、改めて村政運営に関し、首相のメッセージを踏まえた上で、基本的な村政

運営に関しどうあるべきか、見解をお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 今、高市首相のメッセージでございましたけれども、私も、詳細な

文面は出てきませんけども、確かにそう言っていたものも頭に残っております。そ

れを村に置き換えた時にさあどうなんだということでございますけれども、過疎町

村、人口 2 千数百人の村であっても、まさに同じことでございまして、今を継続す

るばかりではなく、その時代時代の背景に沿った内容のものに、新たなものを取り

組んでいく必要があるものと私も思っております。まさに、今のものを、現状を維

持していくだけでは、夢もなければ、また若い人たちにとっても魅力がございませ

ん。さて、それは何なのか、それがどういったことなのか、どんな施策であるかは

別として、確かに村も変えていかなければなりませんし、先ほど申し上げました通

り、時代背景に沿った村政運営をしていく必要があるものと考えております。１点

だけ具体的に、１点だけ具体的なことを申し上げますと、先ほどびっくらんどのお

話がありましたけれども、これも私、議会で申し上げておりますけども、もうハー

ド事業の時代ではないと、物を作る、建物を作るという、そういう時代ではない、

ソフト事業、いかに住みやすい地域にしていくか、ソフト面の充実というのは大事

だというふうに申し上げました。ハード事業はやらないと言っている意味じゃない

んです。先ほども村営住宅作っても維持費、管理費がかかってくじゃないかという

話が出ましたけれども、住宅は維持管理費かかりません。私、住宅を建てています
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けれども、元をとるって言ったら行政でそんな言葉ありませんけれども、村営住宅

の住宅使用料で元をとると言ったら行政で不適切だけど、建築費のことを言うなら

ば、10 数年で建築費、住宅使用料で建築費になるんですね。私の申し上げたいの

は、住宅は建てます。維持管理費がかかりません。ハード事業をやります。今後、

それに対する維持管理費、ランニングコストはかからない事業に、ハード事業もそ

こに着手するそこに財源を投入すべきだと私は考えております。ハード事業、物を

作りました。維持管理費、人件費、関係経費が数千万かかってく。具体的に言うな

らば、びっくらんどは特にそうなんですけども、そういったものは決してこれから

はそういったハード事業はできません。しかしながら、住宅には、維持管理費ゼロ

とは言いませんけども、住宅使用料で十二分に間に合いますし、建築費そのものが

10 数年で住宅使用料で賄えるというなことでございまして、私の申し上げたいの

は、維持管理費のかからない、ランニングコストのかからないところにハード事業

も力を入れていくべきだということで申し上げました。まあ、先ほどの答弁とちょ

っとわからなくなってきましたけれども、村としての挑戦、これから未来にどうす

るんだということで申し上げるならば、維持管理経費、ランニングコストのかから

ないところにハード事業はかけていく。それから、私の、根本的にハードじゃなく

てソフト事業、こんな政策が必要じゃないか、鳥獣害もそうですけども、そういっ

たところに財源を、そういうところに力を入れてくこんな気持ちでおります。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 最後ですけども、この安定した村政運営を行うために２点だけ

最後質問させていただきます。１点目が、担当課長にお尋ねしますけども、上下水

道の経営戦略の策定を今定例会にお示しできるっていう話でしたので、その進捗状

況をお伺いします。２点目が、財政推計に関してですけども、副村長も以前、今年

度にはっていう話でしたので、その進捗状況を合わせてお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 策定の方は出来上がっております。ですのでどのタイミン

グでお示しするかですけれども作成しております。当面の見通しとしましては、や

はり繰入などもありますので、その辺の関係から、見直しの関係では、当面する事

業の見込み等から５年以内に水道料金、下水道料金ともに値上げは必須というふう

に出ております。で、その後につきましては、一気に値上げというわけにはいきま

せんので、５年スパンで上げていくという当面の計画を作成したところでありま

す。 
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◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 財政推計につきましては、大変お待たせをいたしましたけれど

も、今議会でご報告できるような形でまとめてあります。ただ、今回の財政推計は

小川村で初めて作った財政推計でありまして、言わば試作品と言えるレベルのもの

かなというふうに考えております。今後、一定期間ブラッシュアップしながら何回

か作っていくともう少し精度の高いものになろうかと思いますけども、きちんと委

員会等でご説明できるレベルには仕上がっているというふうに自負しております。

以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） では、委員会において説明をしていただく、また資料を提出し

ていただくことお願いして、私の一般質問を終わります。 

◯議長（西沢哲朗） 以上をもって９番山本 陵議員の一般質問を終結いたします。 

ただ今、一般質問の途中ですが、残時休憩とします。再開は午後２時丁度としま

す。 

（午後１時 52 分） 


